
地域建設業経営強化融資制度 

○金融機関が優良な資産と評価する公共工事請負代金債権を担保に、簡易・迅速に融資を実行。 
○被災地域における災害廃棄物の撤去等（がれきの処理等）を対象に追加 
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建設企業等の負担する金利・事務経費等について助成

建設業金融円滑化基金（20年度2次補正13億円） 
                  （22年度補正3.2億円） 

 
 
 

建設企業等の負担する金利 事務経費等 て助成

○建設企業等の負担する調達金利について、 １．２％を上限に助成         
○事業協同組合等の実施する出来高査定等の事務経費を１５万円を上限に助成 

※赤字は拡充部分 


